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 与えられた課題：
– 日本における不登校をめぐる現状を踏まえた上で、カリキュラム研究の立場から、「学校の公共性」という観点で改めて学校教
育を問い直すこと。

 報告の骨子：
1. 「教育機会確保法」と公教育の再編問題：若干の自己紹介とともに

 鍵概念としての「多様な教育機会」、「福祉」または「ウェルビーイング」、そして「ジレンマ」
2. 学校教育の「公共性」を問い直すための理論的視角

 公共性の原理としての公正(equity)及び社会的公正（social justice）ーA. Sen及びN. Frazerの理論の応用
3. カリキュラム論の射程

 学校教育カリキュラムの様々な水準・諸相
4. 具体的な政策・実践・論点分析の試み

 第13期中教審教育課程部会教育課程企画特別部会による「柔軟な教育課程編成」
 現行特別支援学校学習指導要領におけるいわゆる「合わせた指導」の制度変更について
 若干の実践事例ーPeace Corner（米国）と呼ばれる教室内シェルターや校内居場所カフェ（日本）について
 学習機能（能力形成）重視か居場所機能（承認・ケア）重視かという論点について

5. まとめ
 ジレンマの不可避性と積極的意義
 共同研究プロジェクト拡充の必要性

本報告に与えられた課題と報告の⾻⼦
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1.「教育機会確保法」と公教育の再編問題
ー若干の自己紹介とともに
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自己紹介
 1962年京都生まれ。
 主たる研究分野としての「批判的教育学」と
カリキュラム・教育方法論
 批判的教育学：

• 教育をめぐる権力関係・不平等問題に焦
点化する点に特徴があり、これらに関す
る分析、及び社会的に不公正な教育状況
への異議申し立てやその是正・変革に向
けた提案を理論・実践両面で蓄積。
→ 「より社会的に公正な教育」の探求へ

 主な研究領域・所属学会：
• カリキュラム・教育方法論
• 日本カリキュラム学会、日本教育方法学
会、日本アメリカ教育学会、個性化教育
学会

• 日本やアメリカの学校現場における
フィールドワークやアクションリサーチ

執筆項目：
批判的教育学
ネオ・マルクス主義

執筆担当：第Ⅲ部第10章
カリキュラムの批判的研究
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「多様な教育機会を考える会(RED研)」

 RED研：「多様な教育機会確保法案」(2015年)「教育機会確保法」(2016年)を契機に開始した研究会
 あしかけ10年にわたって活動継続。その活動内容は、上記Webサイトでも紹介している。
 これまで、法案づくりに携わった方や、フリースクール・夜間中学校・僻地のオンライン公設学習
塾・学習支援事業・校内居場所事業等の実践者らも招いて視野を広げ知見を深めてきた。

 2024年9月23日に研究成果を２巻シリーズとして上梓（明石書店刊）。
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https://sites.google.com/view/rethinking-education
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5https://www.akashi.co.jp/book/b652787.htmlhttps://amzn.to/4lCApL0 https://amzn.to/4m35XJV
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 検討課題に関する「素人」としての研究と問題意識：
– 上記著作編者は、不登校をめぐる諸問題やフリースクール、夜間中学校など「多様な教育機会
確保法骨子案」(2015年）及び「教育機会確保法」(2016年）における中心事案に関連する
研究業績・経験が皆無。

– この法案・法律は、たんにフリースクールや夜間中学校の位置付けにとどまらず、「公教育の
再編」問題を提起しているという問題意識
• 公教育の従来の＜内部ー外部＞区分の再編 ＝ 公教育の＜内部＞それ自体の再編問題
• 提起された問題（多様な教育機会）の射程の広さ：「フリースクールや夜間中学校、オル
タナティブスクールやブラジル学校などの外国人学校にとどまらず、塾や予備校、通信制
や特別支援の教育機関・教育サービス、あるいは（学童）保育、社会的養護、就労支援や
貧困対策・生活困窮者支援などの社会福祉の領域にある育ちの場、さらに家庭でのホーム
エデュケーション／ホームスクーリング、公立・私立の学校まで」含まれる（森 2024, 
p.4）。
– 上掲書第１巻所収 ＝ 公立高校、公設型学習塾、学習支援・不登校支援・夜間中学校、中
学校内居場所、フリースクールでの実践者による諸章。

RED研の特質と報告者の着眼点（a）
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 「福祉」という視点ー教育的なるものと福祉的なるものの関係への着眼
– 森（2024, p.58）による「教育／福祉-区別」の説明は下（左図）を参照。
– well-beingとしての福祉（A. Senのケイパビリティ・アプローチ）への着眼（卯月 2024）
– 個人的には、「教育の論理」vs.「無為の論理」（仁平典宏）という視点（下右図）の位置付け

RED研の特質と報告者の着眼点（b）
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“〈無為〉の論理とは、存在を、より良い存在になるという条件抜きで、そのまま肯定する意味論（「生きてる
だけ」を肯定する意味論）としておこう。” “制度としての教育と社会保障は対立する存在物として記述でき
ないが、〈教育〉と〈無為〉は定義上相反的であり、鋭く対立する。”（仁平 2018)



 ジレンマという要因の不可避性とその積極的意義：
– 「多様な教育機会」に伴う様々な対立軸

 「中途半端」「どっちつかず」というスタンス の選択
– 公教育の「市場化」「民営化」への警戒，けれども同
時に、「民間の導入」を頭ごなしに否定しない。  

– 学校を絶対視しない、が同時に，学校の可能性も信じ
る。 

– 多様性を踏まえた公正な教育機会を創出するには、こ
れまでの枠組みを超えた取り組みや、異なる視点や手
段を組み合わせた取り組みが必要になる。すると、従
来型の枠組みと新たな枠組みの間に、また、異なる枠
組みや視点の間でジレンマが生じることになる可能性
が高い。が、そのジレンマを否定するのではなく、積
極的に受容するというスタンスの可能性が考えられる
のではないか？ 

RED研の特質と報告者の着眼点（c）
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• 共通性 ー 多様性

• 共同性 ー 個別性

• 総体的 ー 分配的
• 公営（公）ー 民営（私）

• 集権（中央統制）ー 分権（現場裁量）

• 学校 ー 学校外

• 学習機能 ー 居場所機能

• 能力形成・学力重視 ー 承認・ケア重視
（選別・配分 ー 承認）

• 教育 ー 福祉

• パターナリズム ー 自己決定重視

（与益原則 ー 自律原則）
• リアル対面 ー オンライン

• アナログ ー デジタル



2.学校教育の「公共性」を問い直すための理論的視角
ー「公正」及び「社会的公正」概念の教育学的応用の試みー
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日本の公教育における「公正」という視座の背景
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ウェルビーイング(well-being＝よい状態・福祉・幸福）概念への注目
• 第４期教育振興基本計画（文科省 2023)：「生徒（と教師）のウェルビーイングの向上」

↑
• PISA2015 報告書(OECD 2017)： PISA 2015 Results STUDENTS’ WELL-BEING VOLUME III
• OECDのポジション・ペーパー(OECD 2018）： The future of education and skills Education 2030

 ↑
Amartya Senによるケイパビリティ・アプローチ
ー国連「人間の安全保障」(UNDP)

※ ただし、日本の公教育政策文書が大きく依拠しているOECDによる報告書等は、そこでのwell-being概念がSenに由来するものであることに明
記しながらも、その理論を厳密に適用しているとは全く言えそうにないことには注意が必要。

画像出典(URLのみ）： https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/pisa2015_20170419_report.pdf https://doi.org/10.1787/9789264273856-en https://mext-gov.note.jp/n/n696c552330ce
（2025.7.1閲覧）https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf (2025.7.20閲覧）

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/pisa2015_20170419_report.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264273856-en
https://doi.org/10.1787/9789264273856-en
https://doi.org/10.1787/9789264273856-en
https://mext-gov.note.jp/n/n696c552330ce
https://mext-gov.note.jp/n/n696c552330ce
https://mext-gov.note.jp/n/n696c552330ce
https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf


 福祉(well-being) ＝よきあり方、よき生、幸福
 機能(functionings) ＝ well-beingの構成要素（価値があると考えられる状態や行動）
 ケイパビリティ(capabilities) ＝ある人が選択可能な機能(functionings)の集合
＝機能(functionings)を追求する自由（機会・選択肢の幅）

 行為主体性(agency)→well-being freedomとは区別されるagency freedomの可能性
cf. ジョン・ロールズの正義論（善を超える正の水準）の批判的継承・建設的批判
J. ロールズ：機会の平等では保障されない出発点での不平等を是正するための「基本材」の平等な
配分を重視

⬍

A. セン：「価値ある生き方を選択する自由」としての「ケイパビリティ」の平等を重視 ＝
人々が持つ属性・諸条件の多様性を重視

∵たとえば、障がいを持つ人は、同じ基本材を与えられてもケイパビリティは低い可能性がある。あるいは、同じ所得の職
業でも、職業選択の自由度によりその職生活が持つ価値は異なる。

アマルティア・セン ケイパビリティ・アプローチ：
福祉(well-being)、機能(functionings)、ケイパビリティ(capabilities)
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画像出典（URLのみ）：
https://www.britannica.com/mone
y/Amartya-Sen (2025.7.1閲覧）
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 以下の知見は、主に、卯月(2024)がRobeyns(2017)等による先行研究に基づき展開した考察に依拠している.。ただし、下段（➢）に示した視点は、報告者が
Sen(1992=1999/2018)を参照して加えたものである。

 CAに基づくと、多様な教育機会の保障を目指す必要がある。
∵子どもたちの多様な属性や社会経済的資源の影響等に考慮すると、一般的な教育機会へのアクセスのみならず、教育を実質的な学習へとつなげ
る可能性の不平等を是正する必要がある。

 多様な教育機会を求める動きに関しては、(a)多様な個人の意思決定を尊重する学びを目的とするものと、
(b)多様な個人の「最適」な学びを目的とするものとを概念的に区別することができる。

 CAに基づくと、(a)の重要性に力点を置くことになる。
∵諸個人の多様性を重視するCAにおいては、どのような機能、ないしケイパビリティを重視するかを主体的に意思決定する自由があることが望ま
しいと考えるので、行為主体性(agency）の形成を重視する。
∵ (b)は、人的資本モデルとの親和性が高く、教育責任の所在が不明になりかねないデータ駆動型アルゴリズムにより推進されることで、主体形成
の停滞や、不平等の構造的再生産によりケイパビリティの向上や平等化の妨げになる危険性がある。

 しかし、CAは多様性や行為主体性を重視しつつも、人的資本（一般的能力）形成の必要性＝（功利主義
的な効用の社会的総和と同じではないものの）「総体性・集計性(aggregation)」の意義も認めるので一定
のジレンマを免れない。
• 「総体的な観点（例えば、分配面を無視して、個々人の優位性を一般的に向上させること）、分配的な観点（例えば、優位性の分配における

格差を縮めること）の間で矛盾が生じることがある」(Sen 1992 p.136=訳書p.244)。

 また、その行為主体性自体、ウェルビーイングのための自由の行使と行為主体性のための自由の行使の
間でジレンマが生じうる。cf. 与益原則（パターナリズム）と自律原則（自己決定原則）

ケイパビリティ・アプローチ(CA)の教育学的⽰唆
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批判的教育学の代表的論客であるアップル(Michael Apple)らが、
フレイザーの理論に着眼。

社会変革のアプローチ
– 「肯定的治癒策(affirmative remedy) 」
– 「変革的治癒策(transformative remedy) 」
– 両者の中間的アプローチとしての「非改革主義的改革(non-reformist 

reform)」
不公正の是正に向けた３つの政治概念

1. 再分配の政治ー平等主義の経済的次元
 文化資本の再分配としての平等主義的なコンピテンシー・ベースの教育

2. 承認の政治ー平等主義の文化的次元
 広義のインクルーシブ教育

3. 代表の政治ー平等主義の政治的次元
 教育政策・学校運営への子ども・若者参加・意見表明

フレイザーの社会的公正論における理論的道具立てとその教育学的応用

13画像出典：https://nepc.colorado.edu/author/apple-michael-w https://www.babelio.com/users/AVT_Nancy-Fraser_7645.jpg (2025.7.1閲覧）
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「社会的に公正な教育」の実践的論理

1. Competency重視の平等主義的教育: 個別的知識項目の網羅主義的習得よりも批判的思考力・探
求力を含む現実的・総合的な問題解決能力を、社会的に不利な条件下にある子ども・若者に
（も）育成することを重視する学校

2. Inclusion重視の教育: 障害の有無とともに、階級・階層、人種、民族、ジェンダー・セクシュア
リティ等の点でも、多様な属性・背景を持つあらゆる子どもを明示的に包摂しようとする学校、
あるいは、一人ひとりの子ども・若者の存在を肯定・尊重する承認の空間としての学校

3. Democracy重視の教育: 学校内における子ども/若者の民主主義的意思決定の推進、及び、学校
教育と学校外のオーセンティックな政治的・社会的諸問題との接合

イラスト出典（URLのみ）： https://euroclio.eu/2016/01/call-for-joining-special-interest-group-in-inclusive-education/#.W_cr5WijyOs.twitter/ ; www.coe.int/en/web/edc/home
（2025.7.1閲覧）

＜社会的に公正な教育を構成する３本柱＞
＝教育実践の社会的公正性を評価する際の３観点
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• 肯定的治癒策：
「社会的編成の不均衡な結果を、それを生み出す根底的な枠組みを乱す
ことなく是正することを目的とした治癒策」
• 変革的治癒策：
「根底的な生成枠組みの構造再編によって不公正な結果を厳密に是正す
ることを目的とした救済」 

• 両者の間のジレンマと暫定解の方向性：
前者は政治的に実現可能だが実質的に欠陥があり、後者はプログラム的
に健全だが政治的に実行不能。よって、中途半端な戦略としての「非改
革主義的改革」の採用へ。

「非改革主義的改革」という中間的アプローチ：
「（現状）肯定」と「（根底的）変革」とのジレンマ
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「境界認識 (border awareness)」＝各次元間の葛藤・
ジレンマの直視
– 「学力（コンピテンシー）保障重視」vs.「承認・ケア
（インクルージョン重視）」

– 自己決定原則（自主的・主体的意思決定の尊重）
vs 与益原則（パターナリズム）

「交差是正(cross redressing)」＝ 一方の次元の解決
策を他方の解決策へ交差させる方略 へ

不公正の是正に向けた諸次元間に生じる
葛藤・ジレンマの認識と交差是正
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障がい者権利条約
（2006年国連採択、2007年発効、日本2016年批准）

子どもの権利条約
（1989年国連採択、1990年発効、日本1994年批准）

ふじい かつのり【作】/ 里 圭【絵】
『えほん障害者権利条約』（汐文社、2015年）

治療モデル（個人）＜社会モデル・人権モデル
→ 理にかなった調整（合理的配慮）

17



3. カリキュラム論の射程
ーカリキュラムの様々な水準及び諸相ー

18



カリキュラムの様々な水準

公的な(official)カリキュラム：学習指導要領などの教育基準 

実施される(enacted)
カリキュラム

教師が用いる教科書・教材・指導書

伝達される
(delivered)
カリキュラム

教師が実際に教える内容

子ども(たち)が学びとる内容
＝経験される(experienced)
受け取られる(received)
カリキュラム（参照）

Philip W. Jackson, 1992. Conceptions of curriculum and 
curriculum specialists, in Jackson, P.W. (ed.), Handbook of 
Research on Curriculum, Macmillan, pp.3-40

ズレ（距離／相互作⽤）

ー教育課程とカリキュラムー

隠れた(hidden)カリキュラム 19



大人が走らせようとする道筋としてのカリキュラム
（＝教育課程、course of study、シラバス等々：教える側中心のカリキュラム観）

距離／相互作用（→この自覚化へ）

子どもが実際に走る道筋としてのカリキュラム
‒ curriculumの語源としてのラテン語 currere (= to run)への注目
（「学びの履歴」としてのカリキュラム：学ぶ側中心のカリキュラム観）
→ 後者も視野に入れたカリキュラム論へ
→   一人ひとりの子どもの学び

cf. Gert Bieastaによる「学習化(learnification)」批判

教育課程とカリキュラム

20



 教育課程の量的側面と質的側面
– 量的側面：授業時数（年間・週・日）
– 質的側面：類型＝領域編成（右図）、時間割編成、
教育内容 cf. 文系・理系・文理融合など

 教育課程と発達段階／学校段階
– 6-3-3制とその他

 日本の高等学校の「学科」及び「課程の種類」
– 学科：普通科・専門学科・総合学科
– 課程：全日制・定時制・通信制 cf. 全日型通信制

 特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室
 教育支援センター、校内教育支援センター
 特例校制度（教育課程、授業時数、学びの多様化学校、
研究開発指定）

 学習指導要領ー同解説ー指導資料ー検定教科書（デジ
タル教材）ー教師用指導書

「多様な教育機会」をも視野に⼊れた教育課程の諸側⾯

21

 学習評価 
– 評定と評価
– 通知表、内申書、児童・生徒指導要録

 全国学力・学習状況調査 
 高等学校・大学入試制度・問題
 IBプログラム

 隠れたカリキュラムへの影響要因：生徒指導（生徒指
導提要）、校内居場所など

 フリースクール、夜間中学校、外国人学校 



4. 具体的な政策・実践・論点分析の試みージレンマの所在
 第13期中教審教育課程部会教育課程企画特別部会の「柔軟な教育課程編成の促進」
 現行特別支援学校学習指導要領におけるいわゆる「合わせた指導」の制度変更について
 若干の実践事例ーPeace Corner（米国）と呼ばれる教室内シェルターや校内居場所カフェ

（日本）について
 学習機能（能力形成）重視か居場所機能（承認・ケア）重視かという論点について

22



 総論：
– 社会的背景（少子高齢化、グローバル化、環境問題、生成AI等 → 先行き不透明な社会）
– 現行学習指導要領の特徴とそのもとでの成果と課題
• 成果：１人１台端末環境の活用拡大、「主体的・対話的で深い学び」等の授業改善の進展、学力格差問題の改善傾向
• 課題：

1. 不登校、特別支援、外国人、特異な才能など子どもたちの多様性を重視した教育のあり方に改善が望まれること
2. 現行学習指導要領が目指す学びは（特に主体的な学びや深い学び、持続可能な社会の創り手の育成等に関して）まだ実

現途上にあること
3. ICT機器（デジタル学習基盤）の効果的活用はまだ緒に就いたばかりであること

 各論：
1. 深い学びの実現に向けた、より分かりやすい学習指導要領の再整理へ

 各教科等の中核的な概念（いわゆるビッグ・アイデア）を中心とした目標・内容の構造化
 「個別最適な学び」と協働的な学びの一体的な充実ー「令和の日本型学校教育答申」(2021.1.26）

2. より多様な生徒の包摂に向けた柔軟な教育課程の実現
 教育課程特例校制度等の特例制度の拡大 ← 標準授業時数は現状維持（増減なし？）

3. 各学校種・各教科領域ごとの諸課題への対応
4. 教員負担への配慮の必要性の強調

23

学習指導要領次期改定に向けた大臣諮問
「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」（2024.12.25）の概要



24出典：教育課程部会（第134回）【資料１】教育課程企画特別部会における審議の状況について https://www.mext.go.jp/content/20250709-mext_kyoiku01-000043656_01.pdf

https://www.mext.go.jp/content/20250709-mext_kyoiku01-000043656_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250709-mext_kyoiku01-000043656_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250709-mext_kyoiku01-000043656_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250709-mext_kyoiku01-000043656_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250709-mext_kyoiku01-000043656_01.pdf


教育課程企画特別部会（4月10日）
【資料１―１】論点資料③柔軟な教育課程編成の促進について～各学校が編成する一つの教育課程では対応が難しい子供の包摂 より

25



 〔共通性ー多様性〕軸のジレンマ
– 中央による授業時数統制 vs. 時数統制の緩和＝共通教養としての内容項目数減？
 あるいは[授業時数ー内容項目数]連節型のコンテンツ・ベースからの脱却？ー授業時数減でも質的低下に帰結しない教育課程編成論
の転換？：いわゆるbig ideas(各教科等の中核的な概念）に基づくLess is More.(cover < uncover)のカリキュラムへ？

 他方で、内容項目上の「共通性」（共通教養）維持という課題への対応も不可避。
 〔総体的ー分配的〕軸のジレンマ

 学校全体の「柔軟な教育課程編成」における「調整授業時数」のあり方を決定する上で、どの程度どのように児童・生徒の多様性
を考慮に入れるかという点で生じるジレンマー最終的に「総体性」に引きづられる危険性はないか？

 〔集権ー分権〕軸のジレンマ---制度を支えるリソース不足の課題を含む。
– 学校現場における多様性対応の教育課程編成裁量拡大と裁量権行使の困難

 子どもの多様性に実際に直接対応できるのは学校現場のみー現場の裁量拡大が不可欠ー従来申請・認可が必要だった特例校制度と同様の措置
が学校現場の判断で可能に。

 しかし、当該教育課程編成の実践研究経験・試行経験のない現場にとって裁量権行使の困難
 多忙化により体力が削がれている現場における裁量権行使の困難

– 中央による統制の機能的等価物の必要性？
 中央主導による自治体・教育事務所レベルの教育課程編成支援体制の構築？
 研究機関・第三者機関等によるオンライン相談窓口の設置？

第13期中教審教育課程部会教育課程企画特別部会の
「柔軟な教育課程編成の促進」に伴うジレンマ
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平成20年(2008年）改訂版
 第1章 総則 第２節教育課程の編成
 第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項
 7 知的障害者である児童又は生徒に対する教
育を行う特別支援学校において，各教科の指
導に当たっては，各教科（小学部においては
各教科の各段階。以下この項において同
じ。）に示す内容を基に，児童又は生徒の知
的障害の状態や経験等に応じて，具体的に指
導内容を設定するものとする。また，各教科，
道徳，特別活動及び自立活動の全部又は一部
を合わせて指導を行う場合には，各教科，道
徳，特別活動及び自立活動に示す内容を基に，
児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応
じて，具体的に指導内容を設定するものとす
る。

cf.  学校教育法施行規則第130条第2項

特別⽀援教育学習指導要領
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平成29年(2017年）改訂版
 第1章 総則 第3節 教育課程の編成
 ３教育課程の編成における共通的事項
 ⑶指導計画の作成等に当たっての配慮事項
 (オ)知的障害者である児童又は生徒に対する
教育を行う特別支援学校において，各教科，
道徳科，外国語活動，特別活動及び自立活動
の一部又は全部を合わせて指導を行う場合，
各教科，道徳科，外国語活動，特別活動及び
自立活動に示す内容を基に，児童又は生徒の
知的障害の状態や経験等に応じて，具体的に
指導内容を設定するものとする。また，各教
科等の内容の一部又は全部を合わせて指導を
行う場合には，授業時数を適切に定めること。



 “では各教科や領域が示されることが，どれだけ知的障害児教育の実践レベルでリアリティ
を持ちうるだろうか。例えば「日常生活の指導」（衣服の着脱，排尿・排便など，日常生活
の中で繰り返し行われる活動）は知的障害特別支援学校では恒常的に実践される「合わせた
指導」であり，その指導方法の工夫やポイントに関する記述は，入門書から専門書まで，枚
挙に暇がない。しかしながら，でははたして「日常生活の指導」の中で国語や数学の各教科
の要素をどのように扱えばよいのかといった点については，実のところ，ほとんど言及した
ものが見られない。実際の授業においても，例えば衣服の着脱の最中に，それが何と何の教
科を合わせた活動なのかを意識している教員はほとんどいないのではないか。”（金澤
2013, p.12）。

 “2022年度末、大分県教委特別支援教育課は、「各教科等を合わせた指導」（以下、「合
わせた指導」）の見直しを提起した。この提起とは、具体的には、「『合わせた指導』を教
科別に行う指導に移行する」か「教科や指導内容、指導時数を明確にして残す」か、という
もので、多くの学校では、「合わせた指導」をとりやめ、教科別の指導に見直す方向にある
そうだ。”（工藤 2024; 濱田 2024）。

現行特別支援学校学習指導要領におけるいわゆる「合わせた指導」の
制度変更に伴うジレンマ
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承認の政治と再分配の政治の「交差是正」に関する事例 
ーPeace Cornerという環境設定（アーキテクチャ）に伴うジレンマの暫定的解決ー

29

“Peace Corner”という名の教室内シェルター
ー学習からの離脱の承認による学習の持続可能性の企図
ー承認の空間（ピース・コーナー）における自己調整能力の育成
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 学校内のサード・プレイス   

 「先生」のいない空間 ＜「変な大人」のいる空間 

 「教育的」評価視線、あるいは、「教育的」指導の
文化が入り込まない空間

ー教員が直接生徒の情報を得られない空間

ー教員の指導が及ばない空間

 教育と福祉が連携する場として注目されている空間

 飲み物やお菓子の無料提供（基本は寄付）、あるい
は、おにぎりや味噌汁の無料提供

ーくつろげる空間・満たされる空間

＋「文化のシャワー」（中産階級的文化体験ー「必
要の美学」とは別の「純粋趣味」）

校内居場所カフェに伴うジレンマ
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 学力保障（能力形成）重視
– その後の人生・キャリアにおいて健康で文化的な最低限度の生活を営む上で必要不可欠な水準にある知識・技能の獲得
を全ての人々に保障することを特に重視する立場
• 学習者の主体性を重視し、学習者に大きな自由度を与える教育は、家庭の文化的影響を受けやすく、不平等の再生産
を助長・拡大しやすいという視点

• 「承認・ケア」重視という立場が重要だとしても、必要な学力を獲得できるように教育しないことは、社会的に不利
な条件にある学習者にとってより不利な状況に追い込まれることになるという視点

 承認・ケア重視ー 「居場所性」重視・ 「無為の論理」
– 教育の場で、どのような学習者の存在も肯定的に受容・承認することに重点を置き、したがって、どのような学習者も
自らのことを肯定的に受容・承認できるように配慮・世話をすることに重点を置く立場
• よりよい存在を目指すという教育の論理は、存在の無条件的な承認を重視するという意味での福祉の論理を阻害する
危険性が高いという批判的視点

 実践的に全く同時に双方の実現を図ることが不可能である以上、どちらか一方に軸足を置かざるを得ない。
– 教育という機能領域でも、今や後者を無視することはできそうにない。といって、教育という領域で前者を捨て去るこ
とも不可能。

– 軸足を決めた上で、それによって生じる課題（ジレンマ状況）にその都度対応していくしかない。しかし、ここには消
極的な意味だけでなく、極端に深刻な問題を回避して、暫定的ではあれ、漸次的な解決の持続可能性を担保することに
つながる可能性がある。

– 両者とも、教育という領域における「福祉的なるもの」の機能的等価物とみなすことができる。

学習機能（能力形成）重視と居場所機能（承認・ケア）重視との間に生じるジレンマ
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5. まとめ
 「多様な教育機会」の研究は、多元的・多層的な共同研究プロジェクトが不可欠ではないか？ー

日本学術会議に期待されるリーダシップ・コーディネート

 「多様な教育機会」を創出する試みは、「多様な」＝「これまでとは異なる」という意味で、新
たな価値対立を生じさせ、ジレンマ状況に直面する可能性が高い。ーそこで、ジレンマの解消で
はなく、その積極的受容による暫定的・漸次的解決の継続というスタンスが考えられるのではな
いか？

 ただし、後者に関する学術的検討（理論的精緻化）には、少なくとも個人的には大きな課題とし
て残っている。
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